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事業承継講習会事業業務委託 公募型プロポーザル実施要領 

 

 事業承継講習会事業業務委託の内容及び当該業務に係る公募型プロポーザル

の参加要件、手続き、審査等について、以下のとおり定める。 

 なお、当該契約に係る予算が成立しない場合は、この公告は効力を有しない。 

 

Ⅰ 業務概要 

 １ 委託業務名 

   事業承継講習会事業業務 

 

 ２ 事業目的 

   県内企業の経営者の平均年齢は64歳を超え、多くの企業が事業承継の適

齢期を迎えている一方、県内企業の半数は後継者の目途が立っていない状

況である。 

今後、県内企業が廃業することで雇用や企業が持つ技術の喪失を防ぐため、

事業承継に向けた早期の意識醸成や取組みを促進する。 

 

 ３ 業務の内容（委託内容） 

   別添「事業承継講習会事業業務委託基本仕様書」（以下「仕様書」という。）

のとおり。 

 

 ４ 委託期間 

   契約締結の日から令和８年３月31日までとする。 

 

 ５ 提案上限額 

   6,970,000円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

 ６ 委託契約の方法 

 （１）契約方法 

    随意契約 
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 （２）契約の相手方の選定 

    公募により企画提案を募集し、その内容を審査して優秀な提案者１者

を選定し、随意契約の相手方の候補とする手続き（以下「公募型プロポー

ザル」という。）による。 

 （３）契約の根拠 

    地方自治法施行令第167条の２第１項第２号 

 

 ７ 公募型プロポーザルに参加する者の必要な要件（参加要件） 

本業務の公募型プロポーザルに参加する者は、次の全ての要件を満たさな 

ければならない。 

 （１）地方自治法施行令第167条の４第１項の規定により一般競争入札への参

加を制限されていないこと 

（２）山形県税（山形県税に附帯する税外収入を含む。）及び消費税を滞納し

ていないこと 

（３）雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していること（加

入する義務のない者を除く。）。 

（４）山形県競争入札参加資格者指名停止要綱（平成15年４月１日施行）に基

づく指名停止措置を受けていないこと 

（５）会社更生法（平成14年法律第154号）、民事再生法（平成11年法律第225

号）の規定に基づく更生または再生手続きを行っていないこと 

 （６）宗教活動や政治活動を目的とする団体でないこと 

（７）次のいずれにも該当しない者（地方自治法施行令第167条の４第１項第

３号に規定する者に該当する者を除く。）であること 

イ 役員等（参加者が個人である場合にはその者を、参加者が法人である

場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表

者をいう。以下同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律（平成３年法律第77 号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下

「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過し

ない者（以下「暴力団員等」という。）であると認められる者 

ロ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２
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号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員等が経営に実質的

に関与していると認められる者 

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三 

者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等した

と認められる者 

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を

供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は

関与していると認められる者 

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有し 

ていると認められる者 

 

 ８ 事務担当 

   山形県産業労働部産業創造振興課スタートアップ推進室 

   〒９９０－８５７０ 山形市松波２－８－１ 

   電 話：０２３－６３０－２７０８ 

   ＦＡＸ：０２３－６３０－２１２８ 

   E-mail：ysangyo*pref.yamagata.jp（*を@に変えてください） 

 

 

 

  

mailto:ysangyo@pref.yamagata.jp
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Ⅱ 応募書類 

 １ 応募書類の提出等に関する事項 

 （１）参加申込み 

    公募型プロポーザルに参加を希望する者は、令和７年２月28日（金） 

午後５時15分までに、次の書類を提出すること。 

① 参加申込書（様式第１号） １部 

② 誓約書  （様式第２号） １部 

③ 企画提案書（様式第３号） ７部 

④ 企業等の事業概要がわかる資料 

（パンフレット又はこれに類する書類）１部 

⑤ 企業等の定款又は寄付行為 １部 

⑥ 企業等の直近の決算書 １部 

 

 （２）書類の提出方法 

    持参又は郵送により提出すること。 

    持参の場合は、国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に

規定する休日、日曜日、土曜日を除く午前９時から午後５時 15分までに

提出先に持参すること。 

    郵送の場合は、提出期限までに提出先に到着したものに限り受け付け

る。 

 （３）提出先 

    「Ⅰ 業務概要」の「８ 事務担当」に同じ 

 （４）その他 

    イ 応募できる件数は、１参加者につき１件限りとする。 

    ロ 企画提案書は、「Ⅲ 企画提案書作成要領」に基づき作成すること。 

    ハ 提出された書類は、記載すべき事項の過不足等の有無について外

形審査を行い、適正と認められるもののみを受理する。 

    ニ 応募書類の提出後の訂正、追加、差し替え及び再提出は認めない。 
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 ２ 質問に関する事項 

 （１）受付期限 

    令和７年２月 25日（水）正午 

 （２）問合せ先 

    「Ⅰ 業務概要」の「８ 事務担当」に同じ 

 （３）方法 

    提案に関する質問は、質問書（様式第４号）を作成のうえ、電子メール

によること。（件名は「事業承継講習会事業業務委託への問合せ」とする

こと。） 

（４）回答 

   質問への回答は、その都度、山形県ホームページにおいて回答する。 

 

 ３ 審査及び結果の通知 

 （１）審査は、書類審査及びプレゼンテーションを実施する予定である。プレ

ゼンテーションは、令和６年３月上中旬、山形市内にて対面またはオンラ

インにおいて行う予定である。 

 （２）審査については、「事業承継講習会事業業務委託公募型プロポーザル審

査委員会設置要領」に基づき設置する審査委員会において、「Ⅳ 審査基

準」に基づきあらかじめ定めた審査基準及び審査・選定方法により行う。 

（３）審査委員会において審査員の各評価点の合算が最高点の者を、最優秀 

提案者（委託契約候補者）として選定する。ただし、提出された提案の内

容について、契約の目的を十分に達成できないものであると判断したと

きは、最優秀提案者を選定しないことができる。 

   なお、応募者が１者のみの場合でも、審査員の評価結果により、提案の

内容ついて契約の目的を十分に達成できるものと判断できるときは、当該

者を最優秀提案者として選定する。 

（４）最優秀提案者を選定した後は、産業労働部所管事業指名業者選定審査会 

に諮り、随意契約の相手方を選定する。 

（５）審査の結果は、各参加者に対し書面で通知する。なお、審査結果に対す 

る異議は一切受け付けない。 
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 ４ 失格要件 

   企画提案者が次のいずれかに該当した場合は、審査委員会で審査の上、当

該提案者を失格とすることがある。また、受託者候補の選定後、契約の締結

前までに当該選定者に同失格事由が発生した場合も同様とし、その場合の

取扱いについては、審査委員会において協議し、決定することとする。 

 （１）公募要領等に定めた資格・要件が備わっていないとき 

（２）提出書類受付期限までに所定の書類が整わなかったとき 

（３）提出書類に記載すべき内容が記載されていないなど企画提案書が公募 

要領等で示した要件に適合しないとき 

（４）企画提案書に虚偽の記載があったとき 

（５）選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

（６）企画提案書の提出期限以降において、「Ⅰ 業務概要」の「７ 公募型

プロポーザルに参加する者の必要な要件（参加要件）」に定める要件を満

たさなくなったとき 

（７）提案の内容が提案上限額を上回るとき 

（８）その他審査委員会において不適切と認められた場合 

 

 ５ 企画提案書等に係る著作権その他の取扱い 

 （１）採用した企画提案書の著作権は山形県に帰属する。また、不採用となっ

た企画提案書の著作権は企画提案者に帰属することになるが、提出された

企画提案書等の提出書類は返却しない。 

（２）企画提案書に掲載する各種データの調査・収集、収集したデータ及びコ 

ンテンツの使用承認等に係る必要な手続きは企画提案者が行うものとす 

る。 

（３）公募型プロポーザルの手続及びこれに係る事務処理において、県が必要 

とするときは、提出された企画提案書等の全部又は一部の複製等をするこ 

とができるものとする。 

（４）企画提案書等の応募書類は、山形県情報公開条例（平成９年 12月県条 

例第 58 号）の規定による請求に基づき、第三者に開示する場合がある。 
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 ６ 参加辞退 

参加申込書または企画提案書の提出後、都合により参加を辞退する場合 

は、速やかに書面により「Ⅰ 業務概要」の「８ 事務担当」に報告するこ 

と。 

 

 ７ 契約締結 

（１）委託契約候補者に対し、見積書の提出等所定の手続を経た上で、当該業

務の委託契約を締結する。 

（２）契約に当たっては、契約書を取り交わすこととし、契約保証金は契約金 

額の 100分の 10に相当する金額以上の額とする。ただし、山形県財務規 

則第 135 条各号（７号を除く）のいずれかに該当する場合は、免除する。 

（３）委託の内容は、締結される委託計画書によるものとする。 

（４）業務委託に係る契約手続等は、「Ⅰ 業務概要」の「８ 事務担当」に 

おいて行う。 

（５）契約締結後、契約内容に変更が生じる場合は、受託者はあらかじめ委 

託者と協議のうえ、委託者の承認を得たうえで変更することができるも 

のとする。 

 （６）受託者に、受託業務の処理に伴い著作権その他の権利が生じたときは、 

    それらの権利を委託者に移転する。 

 

 ８ 費用負担 

企画提案書作成のほか公募型プロポーザルへの参加に要する一切の費用

は、参加者の負担とする。 

 

 ９ その他 

（１）この公募又は契約については、県の都合により変更又は中止する場合が 

ある。 

 （２）提案者がない場合は、一旦公募型プロポーザルの実施を中止し、業務内 

容等について再検討のうえ、改めて募集を行うこととする。 
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Ⅲ 企画提案書作成要領 

 １ 企画提案書の様式及び内容 

 （１）企画提案書の様式 

    企画提案書（様式第３号）による 

 （２）企画提案書の内容 

    企画提案書には、仕様書及び以下の各事項を踏まえ、記載すること。 

① 事業の実施方針 

② 事業内容 

     ⅰ 講習会の参加者を確保するための取組みを記載すること。 

     ⅱ 講習会のカリキュラム、開催方法、ネットワーク形成方法を記載

すること。 

     ⅲ 講習会の開催実績をまとめた実績報告の内容と作成方法を記載

すること。 

③ 実施体制及びスケジュール 

事業に従事する体制について記載すること。また、契約締結から業 

務完了までのスケジュールを記載すること。 

④ 類似業務受託実績 

      同種、類似の業務の主な受託実績について、業務の年度、発注者、 

内容が分かるよう記載すること。 

⑤ 業務に係る事業費積算内訳 

      業務に要する経費の見積り金額及び「Ⅰ 業務概要」の「５ 提案 

上限額」で示している金額を上限として、業務に係る事業費積算を記 

載すること。 

⑥ 留意事項 

（イ）提案は全て企画提案書に記載すること。 

（ロ）提案書内容・様式 

      ⅰ 原則Ａ４版の大きさで、表紙、目次を含まず 10頁以内、縦置き

左綴じ、文字横書きの冊子とし、各頁下部に表紙、目次を除き通

し番号とし印字すること。片面使用で多色仕上げ可。冊子の形態

は自由で、綴じ込みダブルクリップ等の形態は問わない。 
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      ⅱ 図表等を使用する場合にあって説明上やむを得ない場合、Ａ３

版の大きさの用紙の使用も可とするが、この場合、当該用紙は折

り込み、Ａ４版の大きさ・綴りにすること。 

      ⅲ 企画内容は、出来る限り具体的に記述し、記載内容から事業内

容をイメージできるようにすること。 

 

 ２ 記載にあたっての留意点 

   各様式に付されている留意点に従って記載すること。 

（１）業務に係る事業費積算内訳 

     当該業務に係る事業費を、次の項目を内訳とし積算すること。なお、 

当該業務委託に係る事業に限るものとし、次の項目を内訳とし積算す 

ること。 

① 人件費 

        報酬・給与、手当、福利厚生費（法定福利費、健康診断料及び 

福利環境整備費をいう。） 

② 運営費 

謝金、旅費、借料・損料、通信運搬費、会議費、資料作成費、消 

耗品費、委託費、印刷製本費、雑役務費、資料購入費、広告料、通 

信回線使用料（インターネットプロバイダー契約料及び接続料を 

含む。）、事務機器リース料等 

（２）留意事項 

    積算にあたっては、消費税及び地方消費税相当額を含む価格並びに積

算内訳を記載すること。 
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Ⅳ 審査基準（100点） 

 審査項目 採点視点 配点 

１ 事業の実施方針について 
・実施方針は、本事業の目的に合って 

いるか。 

10 

（採点×２） 

２ 
事業内容 

 ・参加者の確保について 

・参加者の確保に向けた取組みが適切 

であるか。 

10 

（採点×２） 

３ 

事業内容 

 ・カリキュラム、開催方法につ 

  いて 

・参加者が親族承継の手法や注意点、

Ｍ＆Ａの効果について学ぶ内容と

なっているか。 

・参加者が講習会終了後も事業承継の

取組みを進められる内容となって

いるか。 

40 

（採点×８） 

４ 

事業内容 

・講習会参加者のネットワー 

ク形成について 

・講習会終了後も事業承継の取組みを

進められるネットワークの仕組み

となっているか。 

10 

（採点×２） 

５ 
事業内容 

 ・実績報告について 

・講習会終了後の実績報告は、講習の 

要点をおさえた分かりやすい内容 

となっているか。 

５ 

（採点×１） 

６ 実施体制及びスケジュール 

・実効性のある体制となっているか。 

・スケジュールは妥当なものとなって 

いるか。 

10 

（採点×２） 

７ 同種、類似業務の実績 
・本県又は他都道府県において、同種、 

類似業務の実績はあるか。 

10 

（採点×２） 

８ 経費積算の妥当性 
・妥当な見積りであり、優位性の 

 ある価格となっているか。 

５ 

（採点×１） 

合 計 100 

 


